
国のガイドラインに基づく検査対象自治体17都県を中心に、地域で生産されたり、
加工されたりした食品の安全を確保するために、モニタリング検査を実施しています。
放射性物質の基準値（第３章Q3参照）を超過した食品は回収・廃棄されるほか、
基準値の超過に地域的な広がりが認められる場合は出荷制限を行い、基準値を超過する
食品が市場に流通しないよう取り組んでいます。
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Q12 基準値を超える食品が見つかった
場合の対応はどうなっているの？

ある地域で産出されたある食品で基準値を超過する放射性セシウムが
検出された場合、その地域と周辺地域のモニタリング検査を重点的に行
い、基準値を超過する食品に地域的な広がりがあるか判断します。
生産地域に広がりがあると考えられる場合、地域・品目を指定して、原
子力災害対策本部から、関係する都道府県知事に指示が出されます。
この指示に基づき、関係する都道府県知事は、その地域からの出荷を
差し控えるよう関係事業者などに要請します。

※出荷制限等の情報は、国や県、市区町村のウェブサイトで確認できます。

出荷制限の解除は、１市町村当たり
３か所以上、直近１か月以内の検
査結果がすべて基準値以下であるな
どの条件を満たし、安全性が確認され
たうえで、当該都道府県からの申請に
より行われます。

出典：厚生労働省「食品中の放射性物質の対策と現状について（令和３年11月）」

出荷制限とは 解除の条件



検査結果の状況 100Bq/㎏超が検出された点数の推移

検査計画の例：栽培/飼養管理が困難な品目と、検査の継続する必要がある自治体を示しています

基準値超過
が見られた
年度

米や麦、豆類、野菜類、茶、畜産物などの放射性物質は減少し、現在はほとんどが基準値を大きく下回っています。
しかしながら野生のきのこや山菜、野生鳥獣肉類については生産者の管理が困難であるため、放射性物質の低
減対策が難しく、引き続き注意が必要です。検査結果をもとに、基準値を超える可能性のある地域では、出荷制
限等により、基準値を超える野生のきのこや山菜、野生鳥獣の肉が流通することのないように取り組んでいます。安
定して基準値を下回ることが確認されるまで、引き続き出荷制限等の措置を実施しています。

栽培/飼養
管理が可能
な品目群

栽培/飼養
管理困難
な品目群

出典：消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省「食品中の放射性物質の最近の検出状況（令和6年8月）」

※

※ 収穫・調整作業において使用した器具から土地埃等が玄そばを交差汚染したもの

出荷前の検査 カッコ内は品目ごとの
検査点数に対する検出件数の割合
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